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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性液滴によって基板に描画を行う描画装置によって該基板に形成される導電性パタ
ーンの形状を計算する情報処理装置であって、
　前記描画装置によって形成される導電性パターンに要求される最小ライン幅および最小
ライン間スペースの少なくとも一方に基づいて前記描画装置が描画を行う際に要求される
解像度を決定する解像度決定部と、
　前記解像度に応じた導電性パターンのデータによって示されている導電性液滴を打つべ
き各位置に前記描画装置による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドッ
トを配置した画像データを生成する画像データ生成部と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記解像度決定部は、前記最小ライン幅および前記最小ライン間スペースの少なくとも
一方に基づいて前記描画装置が描画を行う際に要求される最低解像度を決定する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　ベクトル形式で記述された導電性パターンのデータを前記解像度に応じたラスター形式
のデータに変換する変換部を更に備え、
　前記画像データ生成部は、前記変換部によって生成されたラスター形式のデータに基づ
いて導電性液滴を打つべき各位置に前記描画条件によって定まる径を有するドットを配置
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したラスター形式の画像データを生成する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記変換部は、ベクトル形式で記述された導電性パターンのデータを前記解像度に応じ
たラスター形式のデータに変換する際に、ラスター形式のデータにおける導電性パターン
の幅が基準幅を満たすように変換を行う、
　ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記変換部は、ベクトル形式で記述された導電性パターンのデータを前記描画装置が描
画を行う際の解像度に応じたラスター形式のデータに変換する際に、導電性液滴を打つべ
き位置を間引くことを特徴とする請求項３又は４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記変換部は、複数の間引きルールの中から間引きに使用すべき間引きルールをユーザ
に選択させる機能を有する、
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記変換部は、変換前において同一形状を有する導電性パターンについては、間引き後
のパターンが同一になるように間引きを行う、
　ことを特徴とする請求項５又は６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記変換部は、各導電性パターンを構成する画素の個数をカウントし、該個数が同一の
導電性パターンをグループ化し、各グループの導電性パターン同士で形状が同一であるか
どうかを判断する、
　ことを請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　設計上の導電性パターンの境界と前記画像データ生成部によって生成された画像データ
で表現された導電性パターンの境界とのずれ量が許容量を満たさない場合に、前記許容量
を満たすように前記画像データの元となる前記導電性パターンのデータを修正する修正部
を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　設計上の導電性パターンの境界と前記画像データ生成部によって生成された画像データ
で表現された導電性パターンの境界とのずれ量が許容量を満たさない場合に、前記許容量
を満たすように前記画像データの元となる前記導電性パターンのデータを修正する修正部
を更に備え、
　前記画像データの元となる前記導電性パターンのデータは、前記変換部によって変換さ
れたラスター形式のデータである、
　ことを特徴とする請求項３乃至８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記修正部は、前記ずれ量が前記許容量を満たさない場合に、前記許容量を満たすよう
に前記画像データの元となる前記導電性パターンのデータにおける画素を削除する、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記画像データ生成部によって生成された画像データで表現された導電性パターンに対
してデザインルールチェックを施すＤＲＣ部を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記画像データ生成部によって生成された画像データで表現された導電性パターンがデ
ザインルールを満たさない場合に、前記デザインルールを満たすように前記画像データの
元となる前記導電性パターンのデータを修正し、これにより前記描画装置に提供すべきデ
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ータを生成する修正部を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記デザインルールは、ライン間距離を含み、
　前記修正部は、前記画像データ生成部によって生成された画像データで表現された導電
性パターンが前記ライン間距離を満たさない場合に、前記ライン間距離を満たすように前
記画像データの元となる前記導電性パターンのデータを修正する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記デザインルールは、ライン幅を含み、
　前記修正部は、前記画像データ生成部によって生成された画像データで表現された導電
性パターンが前記ライン幅を満たさない場合に、前記ライン幅を満たすように前記画像デ
ータの元となる前記導電性パターンのデータを修正する、
　ことを特徴とする請求項１３又は１４に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記画像データ生成部によって生成された前記画像データに基づいて表示装置に導電性
パターンの画像を表示させる表示制御部を更に備える、
　ことを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記表示制御部は、前記画像データ生成部によって生成された前記画像データで表現さ
れた導電性パターンと重ねて設計上の導電性パターンを前記表示装置に表示させる、
　ことを特徴とする請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記表示制御部は、前記画像データ生成部によって生成された画像データで表現された
導電性パターンと設計上の導電性パターンとの相違を示す評価値を前記表示装置に表示さ
せる、
　ことを特徴とする請求項１７に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記表示制御部は、前記画像データ生成部によって生成された画像データで表現された
導電性パターンおよび設計上の導電性パターンに重ねられたグリッドを前記表示装置に表
示させる、
　ことを特徴とする請求項１７又は１８に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の情報処理装置と、
　前記情報処理装置によって生成されるデータに基づいて基板に導電性パターンを描画す
る描画装置と、
　を備えることを特徴とする基板製造システム。
【請求項２１】
　導電性液滴によって基板に描画を行う描画装置によって該基板に形成される導電性パタ
ーンの形状をコンピュータが計算する情報処理方法であって、
　前記描画装置によって形成される導電性パターンに要求される最小ライン幅および最小
ライン間スペースの少なくとも一方に基づいて前記描画装置が描画を行う際に要求される
解像度を前記コンピュータが決定する解像度決定工程と、
　前記解像度に応じた導電性パターンのデータによって示されている導電性液滴を打つべ
き各位置に前記描画装置による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドッ
トを配置した画像データを前記コンピュータが生成する画像データ生成工程を含む、
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項２２】
　コンピュータを請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の情報処理装置として動作させ
るためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電性液滴によって基板に描画を行う描画装置によって該基板に形成される
導電性パターンの形状を計算する情報処理装置および情報処理方法、コンピュータを該情
報処理装置として動作させるためのプログラム、ならびに基板製造システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリント基板やパッケージ基板などのような配線基板を製造するための方法としては、
リソグラフィー技術を用いる方法が主流である。しかし、リソグラフィー技術を用いる方
法は、導電層の形成工程、レジストの塗布工程、露光工程、現像工程、エッチング工程、
レジストパターンの剥離工程などが必要であるので、製造に要する時間やコストの点で不
利である。
【０００３】
　特許文献１には、インクジェット法によって配線パターンを形成する装置が開示されて
いる。この装置は、インクジェット法により液体材料を吐出して基板の表面にパターンを
形成するものであり、より正確に表現するならば、導電性液滴によって基板に導電性パタ
ーンを描画する描画装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２５５００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　導電性液滴によって描画を行う描画装置を使って基板に導電性パターンを形成する場合
、現在のところ、ＣＡＤツールを使って設計された導電性パターンのベクトル形式のデー
タをラスター形式の描画データに変換し、この描画データに従って描画装置を動作させて
いる。
【０００６】
　しかしながら、ラスター形式のデータで表現されている導電性パターンの形状は、元の
ベクトル形式のデータで表現されている導電性パターンの形状に対して完全に等しくはな
いし、導電性液滴によって実際に基板に描画される導電性パターンの形状もまたラスター
形式のデータで表現されている導電性パターンの形状とは異なる。そこで、現在のところ
、実際に基板に描画された導電性パターンを評価し、これに基づいて描画装置における描
画条件や基板の表面処理条件を変更したり、描画データを変更したりしながら適正な導電
性パターンを得るための調整がなされている。したがって、調整が完了するまでに相当な
時間と費用を要することになる。
【０００７】
　本発明は、上記の課題認識に基づいてなされたものであり、描画装置に与えるためのデ
ータを効率的に生成するために有利な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の側面は、導電性液滴によって基板に描画を行う描画装置によって該基板
に形成される導電性パターンの形状を計算する情報処理装置に係り、前記情報処理装置は
、導電性パターンのデータによって示されている導電性液滴を打つべき各位置に前記描画
装置による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドットを配置した画像デ
ータを生成する画像データ生成部を備える。
【０００９】
　本発明の第２の側面は、基板製造システムに係り、該基板製造システムは、第１の側面
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に係る情報処理装置と、前記情報処理装置によって生成されるデータに基づいて基板に導
電性パターンを描画する描画装置とを備える。
【００１０】
　本発明の第３の側面は、導電性液滴によって基板に描画を行う描画装置によって該基板
に形成される導電性パターンの形状を計算する情報処理方法に係り、前記情報処理方法は
、導電性パターンのデータによって示されている導電性液滴を打つべき各位置に前記描画
装置による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドットを配置した画像デ
ータを生成する画像データ生成工程を含む。
【００１１】
　本発明の第４の側面は、プログラムを対象とするものであり、該プログラムは、コンピ
ュータを、導電性液滴によって基板に描画を行う描画装置によって該基板に形成される導
電性パターンの形状を計算する情報処理装置に係り、前記情報処理装置は、導電性パター
ンのデータによって示されている導電性液滴を打つべき各位置に前記描画装置による導電
性パターンの描画条件によって定まる径を有するドットを配置した画像データを生成する
画像データ生成部を備える情報処理装置として動作させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、描画装置に与えるためのデータを効率的に生成するために有利な技術
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の好適な実施形態の基板製造システムの構成を概略的に示す図。
【図２】画像データ生成部が生成する画像データを例示する図。
【図３】画像データ生成部による画像データの生成を例示する図。
【図４】解像度決定部の動作を例示する図。
【図５】解像度決定部の動作を例示する図。
【図６】変換部の動作を例示する図。
【図７】変換部の動作を例示する図。
【図８】変換部の動作を例示する図。
【図９】修正部の動作を例示する図。
【図１０】ＤＲＣ部および修正部の動作を例示する図。
【図１１】表示制御部の動作を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１５】
　図１には、本発明の好適な実施形態の基板製造システムの構成が概略的に示されている
。基板製造システムは、情報処理装置２００と描画装置３００とを備えている。描画装置
３００は、導電性液滴によって基板に描画を行うことによって該基板上に導電性パターン
を形成する。描画装置３００としては、例えば、特許文献１に記載されたような装置を用
いることができる。
【００１６】
　情報処理装置２００は、描画装置３００における描画動作を制御するための描画データ
を生成しそれを描画装置３００に提供する。描画装置３００は、該描画データに従って基
板（例えば樹脂基板）に導電性液滴を使って導電性パターンを描画する。情報処理装置２
００は、例えば、１又は複数のコンピュータによって構成されうる。複数のコンピュータ
は、典型的には、ＬＡＮなどのネットワークによって接続されうる。
【００１７】
　情報処理装置２００は、描画データ生成ツール１００を含む。描画データ生成ツール１
００は、典型的には、コンピュータ読み取り可能なプログラムをコンピュータにインスト
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ールすることによって構成される。該プログラムは、媒体に格納して、又は、ネットワー
ク経由でコンピュータに提供されうる。描画データ生成ツール１００は、描画装置３００
によって基板に形成される導電性パターンの形状を計算する。描画データ生成ツール１０
０は、画像データ生成部１０２を含みうる。描画データ生成ツール１００はまた、表示制
御部１０４、変換部１０６、解像度決定部１０８、ＤＲＣ（デザインルールチェック）部
１１０および修正部１１２の少なくとも１つを含みうる。ここで、画像データ生成部１０
２は画像データ生成工程を実施し、表示制御部１０４は表示制御工程を実施し、変換部１
０６は変換工程を実施し、解像度決定部１０８は解像度決定工程を実施し、ＤＲＣ部１１
０はＤＲＣ工程を実施し、修正部１１２は修正工程を実施するように構成される。
【００１８】
　情報処理装置２００は、ＣＡＤツール１２０を含んでもよい。ＣＡＤツール１２０は、
典型的には、コンピュータ読み取り可能なプログラムをコンピュータにインストールする
ことによって構成される。該プログラムは、媒体に格納して、又は、ネットワーク経由で
コンピュータに提供されうる。ＣＡＤツール１２０は、例えば、配線基板を設計するため
の設計ツールを含みうる。該設計ツールによって生成された設計データは、基板上に形成
されるべき導電性パターンを表現するデータを含みうる。該設計データは、描画データ生
成ツール１００に提供されうる。該設計データは、典型的には、ベクトル形式で導電性パ
ターンを記述したデータでありうるが、ラスター形式で導電性パターンを記述したデータ
であってもよいし、両者が混在したデータであってもよいし、他の形式のデータであって
もよい。
【００１９】
　情報処理装置２００は、更に表示装置１３０および入力装置１４０を含みうる。表示装
置１３０および入力装置（例えば、マウスやパッドなどのポインティングデバイス、キー
ボード）１４０は、ユーザインターフェースを構成する。表示装置１３０および入力装置
１４０は、特定のデバイスに限定されるものではなく、種々のデバイスで構成されうる。
【００２０】
　画像データ生成部１０２は、導電性パターンのデータによって示されている導電性液滴
を打つべき各位置（ドット形成位置）に描画装置３００による導電性パターンの描画条件
によって定まる径を有するドットを配置した画像データを生成する。ここで、導電性パタ
ーンのデータは、ＣＡＤツール１２０によって生成された設計データでありうる。あるい
は、導電性パターンのデータは、ＣＡＤツール１２０によって生成された設計データを変
換部１０６によって変換したデータでありうる。あるいは、導電性パターンのデータは、
このような設計データを修正部１１２によって処理したデータでありうる。画像データ生
成部１０２が生成する画像データは、典型的には、ベクトル形式のデータであるが、ラス
ター形式のデータであってもよいし、他の形式のデータであってもよい。表示制御部１０
４は、画像データ生成部１０２によって生成された画像データに基づいて表示装置１３０
に導電性パターンを表示させる。最終的に決定された導電性パターンのデータは、描画デ
ータとして描画装置３００に提供される。なお、表示装置１３０に提供される画像データ
は、描画装置３００によって形成されうる導電性パターンの形状を表現したデータである
のに対して、描画装置３００に提供される描画データは、描画装置３００による描画動作
を制御するためのデータ（典型的には、ラスター形式のデータ）である。
【００２１】
　変換部１０６は、ベクトル形式で記述された導電性パターンのデータを処理すべき場合
に、当該データを描画装置３００が描画を行う際の解像度に応じたラスター形式のデータ
に変換する。ベクトル形式で記述された導電性パターンのデータは、ＣＡＤツール１２０
によって生成され不図示のメモリに格納され、描画データ生成ツール１００によって読み
出されうる。画像データ生成部１０２は、変換部１０６によって生成されたラスター形式
のデータに基づいて、導電性液滴を打つべき各位置（ドット形成位置）に描画装置３００
による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドットを配置したラスター形
式の画像データを生成しうる。画像データ生成部１０２はまた、当該ラスター形式の画像
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データをベクトル形式の画像データに変換して表示制御部１０４に提供するように構成さ
れうる。
【００２２】
　以下、図２～図１１を参照しながら、より具体的な実施形態を説明する。まず、図２を
参照しながら画像データ生成部１０２が生成する画像データを例示的に説明する。ここで
は、一例として、ＣＡＤツール１２０によって生成されるデータがベクトル形式で記述さ
れた導電性パターンのデータであるものとする。図２（ａ）には、ＣＡＤツール１２０に
よって生成される設計データ１０が模式的に示されている。設計データ１０は、ベクトル
形式で記述された導電性パターン１２のデータを含む。
【００２３】
　図２（ｂ）には、設計データ１０を変換部１０６によってラスター形式に変換した描画
データ２０が模式的に示されている。描画データ２０は、描画装置３００が描画を行う際
の解像度を有する描画データである。描画データ２０は、ラスター形式で記述された導電
性パターン２２のデータを含む。
【００２４】
　図２（ｃ）には、画像データ生成部１０２が描画データ２０に基づいて生成した画像デ
ータ３０が模式的に示されている。前述のように、画像データ生成部１０２は、描画デー
タ２０によって示されている導電性液滴を打つべき各位置（ドット形成位置）に描画装置
３００による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドットを配置した画像
データ３０を生成する。
【００２５】
　ラスター形式で記述された導電性パターン２２と、それを処理して得られた導電性パタ
ーン３２とは形状が異なる。導電性パターン３２は、描画装置３００のよる描画条件であ
るドットの径が考慮されたものであり、描画装置３００によって実際に形成される導電性
パターン３２に忠実なものである。表示制御部１０４は、画像データ３０に基づいて導電
性パターン３２の画像を表示装置１３０に表示させる。ユーザは、表示装置１３０に表示
された導電性パターン３２の画像を確認することによって、描画装置３００によって実際
に形成される導電性パターンをより正確に認識することができる。これにより、実際に描
画装置３００を使って導電性パターンを基板上に形成する前に不具合を発見することがで
きる。
【００２６】
　更には、後述するように、導電性パターン３２を含む画像データ３０に基づいてＤＲＣ
部１１０によってデザインルールチェックを行ったり、その結果に基づいて修正部１１２
によって画像データ３０の元となる導電性パターン２２の描画データ２０を修正し修正後
の描画データを描画装置３００に提供したりすることができる。
【００２７】
　図３を参照しながら画像データ生成部１０２による画像データの生成について例示的に
説明する。図３（ａ）には、導電性パターンを含む描画データが模式的に示されている。
描画データは、画素ＰＩＸの二次元配列において導電性パターンの形状を定義している。
導電性パターンは、導電性液滴を打つべき各位置（ドット形成位置）Ｐの集合体で構成さ
れる。ここで、導電性液滴を打つべき位置は、典型的には、画素ＰＩＸの位置、より詳し
くは画素ＰＩＸの中心位置で与えられうる。当該位置に導電性液滴を打つ（付着させる）
ことによって形成されるドットＤの径は、描画装置３００の仕様によって定まるものであ
る。描画装置３００が導電性パターンを形成する際の描画条件は、形成されるドットＤの
径を含む。典型的には、描画装置３００は、ドットの径を複数種類の中から選択可能に構
成されうる。
【００２８】
　画像データ生成部１０２は、導電性液滴を打つべき各位置（ドット形成位置）Ｐに、図
３（ａ）に模式的に示されるように、描画条件によって定まる径を有するドットＤを配置
し、図３（ｂ）に模式的に示されるように、各ドットＤの中を塗りつぶすことによって画
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像データを生成する。
【００２９】
　ところで、描画装置３００が描画を行う際の解像度は、描画装置３００の仕様に応じて
ユーザによって任意に設定されてもよいが、解像度決定部１０８によって決定されてもよ
い。解像度決定部１０８は、ユーザからの指示に依存することなく解像度を決定するよう
に構成されてもよいし、ユーザに対して解像度の決定に有用な情報を提供し、これに対す
るユーザからの応答に応じて解像度を決定してもよい。
【００３０】
　図４、図５を参照しながら解像度決定部１０８の動作を例示的に説明する。図４（ａ）
は、ベクトル形式の設計データ（導電性パターンのデータ）を高解像度でラスター形式の
描画データに変換した例、図４（ｂ）は、同じ設計データを低解像度でラスター形式の描
画データに変換した例を示している。各正方形は画素を示している。
【００３１】
　図４（ａ）に例示されるような高解像度では、複数のライン幅ＬＷが相互に等しく、複
数のライン間スペースＬＳが相互に等しい。一方で、図４（ｂ）に例示されるような低解
像度（即ち、解像度が十分でない場合）では、複数のライン幅ＬＷが相互に等しいものの
、複数のライン間スペースＬＳが互いに異なっている。また、図４（ｂ）には示されてい
ないが、複数のライン幅ＬＷが相互に異なる場合もある。
【００３２】
　図５（ａ）は、ベクトル形式の設計データを高解像度でラスター形式の描画データに変
換した例、図５（ｂ）は、同じ設計データを低解像度でラスター形式の描画データに変換
した例を示している。各正方形は画素を示している。ＤＰは設計データにおける導電性パ
ターンを示し、ＲＰは描画データにおける導電性パターンを示している。図５（ｂ）に示
す低解像度（即ち、解像度が十分でない場合）では、導電性パターン同士がショートを起
こしている。
【００３３】
　解像度決定部１０８は、描画装置３００によって形成される導電性パターンに要求され
る最小ライン幅および最小ライン間スペースの少なくとも一方に基づいて描画装置３００
が描画を行う際に要求される解像度を決定する。この解像度は、描画装置３００に設定さ
れる解像度であり、描画装置３００に提供される描画データの解像度であり、また、変換
部１０６が生成する描画データの解像度である。ここで、解像度決定部１０８は、描画装
置３００によって形成される導電性パターンに要求される最小ライン幅および最小ライン
間スペースの少なくとも一方に基づいて描画装置３００が描画を行う際に要求される最低
解像度を決定してもよい。該最低解像度を示す情報は、表示制御部１０４によって表示装
置１３０に表示されてもよい。ユーザは、当該最低解像度に基づいて任意に解像度を決定
することができる。
【００３４】
　解像度決定部１０８は、最小ライン幅および最小ライン間スペースの少なくとも一方に
基づいて、それを満たすために十分な解像度を決定する。単純な例では、最小ライン幅お
よび最小ライン間スペースに対して解像度を対応付けたテーブルを準備しておき、該テー
ブルを参照することによって解像度を決定することができる。
【００３５】
　次に、図６を参照しながら変換部１０６の動作を説明する。図６（ａ）、図６（ｂ）に
おいて、ＤＰは設計データにおける導電性パターンを示し、正方形の集合体で構成された
ＲＰは、描画データにおける導電性パターンを示している。図６（ａ）において、符号６
１で示された部分は、断線不良を発生しうる。そこで、変換部１０６は、ベクトル形式で
記述された導電性パターンＤＰのデータを描画装置３００が描画を行う際の解像度に応じ
たラスター形式のデータに変換する際に、ラスター形式のデータにおける導電性パターン
ＲＰの幅が基準幅を満たすように変換を行う。より具体的には、変換部１０６は、図６（
ｂ）に例示されるように、断線不良が発生しうる部分６１に対して、導電性パターンを構
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成する画素６５を補う。
【００３６】
　次に、図７、図８を参照しながら変換部１０６がベクトル形式の導電性パターンのデー
タ（設計データ）をラスター形式の導電性パターンのデータ（描画データ）による変換の
際に間引きについて説明する。図７（ａ）には、間引きを行うことなく生成されたラスタ
ー形式の導電性パターンのデータ（描画データ）が模式的に示されている。図７（ｂ）に
は、間引きを行いながら生成されたラスター形式の導電性パターンのデータ（描画データ
）が模式的に示されている。図７（ｂ）に示す例では、導電性液滴を打つべき位置（画素
）Ｐ１、Ｐ２のうちＰ２が間引かれている。なお、図７（ｂ）において、ハッチングが付
された正方形で示された位置（画素）がＰ１であり、ハッチングが付されていない正方形
で示された位置（画素）がＰ２である。Ｄは、導電性液滴によってドットが形成される領
域を示している。変換部１０６は、複数の間引きルールの中から間引きに使用すべき間引
きルールをユーザに選択させる機能を有する。この機能は、表示装置１３０および入力装
置１４０で構成されるユーザインターフェースを介してユーザに提供される。
【００３７】
　図８（ａ）、図８（ｂ）には、間引きがなされた導電性パターンＰＡＴ１、ＰＡＴ２、
ＰＡＴ３が例示されている。ここで、ＰＡＴ２およびＰＡＴ３は同一のパターンであり、
ＰＡＴ１はこれらとは異なるパターンである。図８（ａ）に示されるように、ＰＡＴ２と
ＰＡＴ３とは、同一の形状を有するにも拘わらず、間引き後においてドットを形成すべき
位置は相互に異なる。この場合、基板に実際に形成される導電性パターンの形状が相互に
異なってしまう。
【００３８】
　そこで、変換部１０６は、図８（ｂ）に例示されているように、変換前において同一形
状を有する導電性パターン（ＰＡＴ２、ＰＡＴ３）については、間引き後のパターンが同
一になるように間引きを行うことが好ましい。ここで、変換部１０６は、各導電性パター
ンを構成する画素の個数をカウントし、該個数が同一の導電性パターンをグループ化し、
各グループの導電性パターン同士で形状が同一でるかどうかを判断するように構成されう
る。例えば、ＰＡＴ１を構成する画素の個数は３、ＰＡＴ２を構成する画素の個数は５、
ＰＡＴ３を構成する画素の個数は５である。そこで、例えば、ＰＡＴ１を第１グループ、
ＰＡＴ２およびＰＡＴ３を第２グループにグループ化することができる。第２グループに
は、複数の導電性パターンＰＡＴ１、ＰＡＴ２が属するので、変換部１０６は、ＰＡＴ１
とＰＡＴ２とで形状が同一であるかどうかを判断する。形状が同一であるかどうかは、回
転対象性や線対称性も考慮してなされることが好ましい。即ち、回転対象または線対称な
パターン同士も同一の形状を有するものと判断することが好ましい。
【００３９】
　なお、図８（ｂ）に示す例では、図８（ａ）における導電性パターンＰＡＴ３に対する
間引きと同様の間引きを導電性パターンＰＡＴ２に対して施しているが、図８（ａ）にお
ける導電性パターンＰＡＴ２に対する間引きと同様の間引きを導電性パターンＰＡＴ３に
対して施してもよい。また、間引きルールは、ここで挙げている例に限定されるものでは
なく、任意に定めうる。
【００４０】
　図９を参照しながら修正部１１２の動作を説明する。ＤＰは設計データにおける導電性
パターンを示し、Ｄ１およびＤ２は、導電性液滴で形成されうるドットを示している。修
正部１１２は、設計データ上の導電性パターン（設計データにおける導電性パターン）Ｄ
Ｐの境界９１と画像データ生成部１０２によって生成された画像データで表現された導電
性パターン（即ち、ドットＤ１、Ｄ２の集合体）の境界とのずれ量が許容量９０を満たさ
ない場合に、該許容量を満たすように該画像データの元となる導電性パターンのデータ（
描画データ）を修正する。具体的には、ドットＤ１は、その境界が許容量９０を満たして
いないので、修正部１１２は、ドットＤ１が取り除かれるように、当該画像データの元と
なる導電性パターンのデータ（描画データ）を修正する（つまり、ドットＤ１に対応する
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画素を導電性パターンの構成画素群から削除する）。
【００４１】
　修正部１１２は、ＤＲＣ部１１０とともに設けられてもよい。図１０を参照しながらＤ
ＲＣ部１１０および修正部１１２の動作を説明する。図１０（ａ）には、設計データにお
ける導電性パターンＤＰ１、ＤＰ２が例示的に示されている。設計データにおける導電性
パターンＤＰ１、ＤＰ２は、デザインルールを満たしている（ここでは、ライン間距離Ｄ
１がデザインルールを満たしている）
　図１０（ｂ）には、画像データ生成部１０２によって生成された画像データにおける導
電性パターンＲＰ１、ＲＰ２が例示的に示されている。ここで、前述のように、変換部１
０６により、導電性パターンＤＰ１、ＤＰ２を表現するベクトル形式の設計データがラス
ター形式の描画データに変換される。そして、画像データ生成部１０２により、該描画デ
ータによって示されている導電性液滴を打つべき各位置（ドット形成位置）に、描画装置
３００による導電性パターンの描画条件によって定まる径を有するドットを配置した画像
データが生成される。画像データにおける導電性パターンＲＰ１、ＲＰ２は、描画装置３
００によって実際に形成されうる導電性パターンを推測したものである。
【００４２】
　図１０（ｂ）において、導電性パターンＲＰ１、ＲＰ２は、デザインルールを満たして
いない（ここでは、ライン間距離Ｄ２がデザインルールを満たしていない）。ＤＲＣ部１
１０は、画像データ生成部１０２によって生成された画像データに基づいてＤＲＣを実行
する。そのＤＲＣの結果は、表示制御部１０４によって表示装置１３０に表示されうる。
この表示に基づいてユーザの介在によって描画データが修正されうる。あるいは、修正部
１１２は、図１０（ｃ）に示されるように、デザインルールを満たさない原因となってい
るドットが取り除かれるように、画像データの元となる導電性パターンのデータ、即ち描
画データを修正してもよい。図１０（ｃ）において、導電性パターンＲＰ１、ＲＰ２は、
デザインルールを満たしている（ここでは、ライン間距離Ｄ３がデザインルールを満たし
ている）。以上の例は、ライン間距離Ｄ１がデザインルールを満たしていない場合の例で
あるが、これは一例である。例えば、ライン幅がデザインルールを満たしていない場合に
も、ＤＲＣ部１１０によって、それを判定することができる。この場合、修正部１１２は
、ライン幅が狭くなるように、画像データの元となる導電性パターンのデータ、即ち描画
データを修正しうる。
【００４３】
　なお、オプションとして、ＤＲＣ部１１０は、変換部１０６から提供されるラスター形
式の描画データに対してＤＲＣを実行してもよい。
【００４４】
　図１１を参照しながら表示制御部１０４の動作を説明する。図１１（ａ）、図１１（ｂ
）には、それぞれ表示制御部１０４によって表示装置１３０に表示されるウインドウＷが
例示されている。Ｄは導電性液滴によって形成されうるドット、ＤＰは設計データにおけ
る導電性パターンを示している。図１１（ａ）の例と図１１（ｂ）の例とでは、描画装置
３００によって形成されうるドットＤの大きさが相互に異なる。表示制御部１０４は、図
１１（ａ）、図１１（ｂ）に例示されるように、画像データ生成部１０２によって生成さ
れた画像データで表現された導電性パターン（図１１（ａ）、図１１（ｂ）の例ではドッ
トＤの集合）と重ねて設計上の導電性パターンＤＰを表示装置１３０に表示させる機能を
有しうる。ユーザは、表示装置１３０に表示される画像に基づいて、描画装置３００によ
って形成されうる導電性パターンと設計上の導電性パターンとの相違を確認することがで
きる。
【００４５】
　表示制御部１０４は、更に、画像データ生成部１０２によって生成された画像データで
表現された導電性パターン（図１１（ａ）、図１１（ｂ）の例ではドットＤの集合）と設
計上の導電性パターンＤＰとの相違を示す評価値９２を表示装置１３０に表示させる機能
を有してもよい。表示制御部１０４は、更に、画像データ生成部１０２によって生成され
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た画像データで表現された導電性パターンおよび設計上の導電性パターンＤＰに重ねられ
たグリッドＧを表示装置１３０に表示させてもよい。前述の評価値９２は、画像データ生
成部１０２によって生成された画像データで表現された導電性パターンと設計上の導電性
パターンＤＰとの相違部分の面積を、グリッドＧを構成する最小用要素（微小正方形）の
個数で評価した値でありうる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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